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⾃⼰紹介
仕事 組合活動
２００３年 ⼋王⼦市社会福祉協議会へ学童保育所指導員と
して就職。⼋王⼦市⽴⻑房学童保育所配属。
２００６年 ⼋王⼦市⽴恩⽅⻄学童保育所配属。
２００７年 同学童保育所所⻑。 ２００７年 児童館・学童保育所⽀部役員と

なる。
２００９年 ⼋王⼦市⽴川⼝学童保育所配属（所⻑）。 ２００９年 児童館・学童保育所⽀部⽀部⻑

となる。
２０１１年 ⼋王⼦市⽴加住⼩学童保育所配属（所⻑）。

２０１２年 ⾃治労本部保育部会幹事となる。
２０１３年 ⼋王⼦市⽴川⼝学童保育所配属（所⻑）。

２０１５年 ⾃治労東京都本部児童館学童部
会部会⻑となる。

２０１６年 ⼋王⼦市⽴南⼤沢学童保育所配属（所⻑）。
２０１７年 ⾃治労本部保育部会副部会⻑と
なる。

現在に⾄る



・東京都⼼から⻄へ約４０㎞
・新宿より電⾞で約４０分
・⼈⼝は約５７万⼈
・２０１５年４⽉より中核市へ移⾏
・２３の⼤学を抱える学園都市
・⾼尾⼭

⼋王⼦市の紹介です



放課後児童クラブ（学童保育）とは？

⼩学校に就学している児童であって、その保
護者が労働等により昼間家庭にいないものに、
授業の終了後（放課後）に適切な遊びや⽣活
の場を与え、⼦どもの状況や発達を踏まえな
がら、その健全な育成を図る。
→ 保護者への就労⽀援の場

⼦どもへの育成⽀援の場



放課後児童クラブ（学童保育）の１⽇の流れ

学校のある⽇ 学校が休みの⽇
８：００ 開所 延⻑保育開始
８：３０ 通常保育開始 ⾃由遊び
９：３０ 学習時間

１０：００ ⾃由遊び
１２：００ 昼⾷ ⾷休み

放課後 児童の登所開始 学習時間 ⾃由遊び １４：００ ⾃由遊び
１５：３０ おやつ １５：３０ おやつ
１６：００ ⾃由遊び（随時お迎え） １６：００ ⾃由遊び（随時お迎え）
１８：３０ 延⻑保育開始 １８：３０ 延⻑保育開始
１９：３０ 閉所 １９：３０ 閉所











主な業務内容

①放課後の⼦どもたちの健康管理、情緒の安定を図る。
②放課後の⼦どもたちの安全確認、来所帰宅時の安全の確保
を図る。
③遊びを通しての⾃主性、社会性、協調性、創造性を培う。
④家庭との⽇常的な連絡と情報交換を図る。
⑤学校や地域との密な連携を形成する。

などなど・・・



主な業務内容（より具体的に・・・）

①⼦どもの体調のチェックや⼼⾝の状況の確認。おやつ提供。
②⼦どもの出席状況や帰りの時間の確認。
③⼦どもと⼀緒に遊ぶ。読み聞かせなど。
④保護者のお迎え時に⼦どもの様⼦を伝える。
⑤通っている⼩学校の担任の先⽣と情報交換する。

などなど・・・



放課後児童クラブ（学童保育）の実施状況
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放課後児童クラブ（学童保育）の実施状況
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放課後児童クラブ（学童保育）の実施状況
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厚⽣労働省調査



放課後児童クラブ（学童保育）の歴史

【学童保育の始まり １９５０年代前後】

・終戦後の⼈⼝増加→児童の増加
・働く⺟親の増加

→保育所の増設運動に繋がる。
同時に、⼩学⽣の放課後の過ごし⽅についてどうするかの問題も発⽣。

→保護者が⾃主的に学童保育設置の運動を起こす。
→都市部にて学童保育の設置、運営が始まる。



放課後児童クラブ（学童保育）の歴史

【学童保育の広がり １９６０年代〜１９８０年代】
〜背景〜
・⾼度経済成⻑期への突⼊
・急速な都市化
・共働き家庭の増⼤

→「かぎっ⼦」が増え、留守家庭児童の問題が表⾯化する。
→各⾃治体が⼦どもたちの放課後の居場所について対策を実施。
→⾃治体や国が補助⾦を出す。



放課後児童クラブ（学童保育）の歴史

【学童保育の全国的な展開 １９９０年代】
〜背景〜
・少⼦化の進⾏

→いかにして少⼦化に⻭⽌めをかけるか？
→「⼦育てと仕事の両⽴を⽀援する」「⼦どもが健やかに⽣まれ育つ」
環境の整備が重要。

→昼間保護者のいない⼩学校低学年児童の健全育成を図るため、放課後児
童対策を推進する。

→放課後児童クラブ（学童保育）の法制化。



放課後児童クラブ（学童保育）の歴史

【学童保育の充実 ２０００年代〜２０１０年代】
〜背景〜
・待機児童の増加
・「⼩１の壁」「⼩４の壁」（仕事を辞めざるを得ない⺟親）
・保育環境や労働環境の劣悪化

→「⼦ども⼦育て⽀援新制度」の創設。
学童保育の「質（保育環境や労働環境の充実）」と
「量（待機児童）」の解消を⽬指す。



⼦ども⼦育て⽀援制度の現状と課題

【制度創設による主な変更点】

・全国各地でバラバラであった運営の最低基準が⽰された。

・⾼学年の受け⼊れが始まった。

・「放課後児童⽀援員」という資格が創設された。



⼦ども⼦育て⽀援制度の現状と課題

【しかし実際は・・・？】
・全国各地でバラバラであった運営の最低基準が⽰された。

＜課題①＞
最低基準が⽰されたものの、急に合わせる事などできない。
＜課題②＞
最低基準を下回る基準での運営が許される状況。



⼦ども⼦育て⽀援制度の現状と課題

【しかし実際は・・・？】
・⾼学年の受け⼊れが始まった。

＜課題①＞
義務化ではなく、⾃治体による任意。
＜課題②＞
低学年の待機児童の増加で⾼学年の⼊る枠がない。
＜課題③＞
設備の問題。



⼦ども⼦育て⽀援制度の現状と課題

【しかし実際は・・・？】
・「放課後児童⽀援員」という資格が創設された。

＜課題①＞
保育⼠のような国家資格ではなく、現在従事している指導員の
みが資格取得の対象である。
＜課題②＞
「放課後児童⽀援員」資格取得が間に合わない？？



⼦ども⼦育て⽀援制度の現状と課題

【その他の課題〜⼦どもが過ごす環境⾯〜】

保育環境の劣悪さが⽬⽴つ
・⼦ども１⼈当たりの保育⾯積→おおむね１，６５㎡
・⼦どもの集団の数→おおむね４０⼈以下

と最低基準が⽰されたが、結局は各⾃治体の実情により
様々・・・



⼦ども⼦育て⽀援制度の現状と課題

【その他の課題〜職員が働く環境⾯〜】

労働環境・労働条件の劣悪さが⽬⽴つ
・運営主体が様々（⾃治体の運営・・委託での運営・・）。
・職員の約７割が⾮正規職員。
・⼈員不⾜（とても深刻！！）。

→慢性的な⼈員不⾜に陥り、⼦どもが過ごす環境にも影響が・・・



全国に広がる学童保育の労働組合

【学童保育における課題は全国共通】

保育環境・労働環境の劣悪さは全国共通の悩み・・・

→「労働組合＝仲間」を通じた運動を全国で展開することが重
要である。



全国に広がる学童保育の労働組合

【⾃治体に対しての労働組合運動】

・国が⽰した基準と同レベルの運営・設備を訴える。
・給与（特に⾮常勤職員）の改善を訴える。
・⼈員不⾜の解消を訴える。



参考：児童館・学童保育所⽀部より⼋王⼦市社会福祉協議会に提出した要求書



全国に広がる学童保育の労働組合

【私たちが使⽤者に対して勝ち取った成果】

・正規職員と⾮正規職員の待遇の⼀部同⼀化。
・独⾃の職員配置の確保。
・休⽇出勤等に伴う時間外勤務⼿当の整備。
・⾮正規職員の給与の昇給確保。

などなど・・・



全国に広がる学童保育の労働組合

【国に対しての労働組合運動】

・学童保育のさらなる設備・運営の改善を訴える。
・職員配置数の充実を訴える。
・職員の処遇改善を訴える。
・放課後児童⽀援員の資格の格上げを訴える。



参考：⾃治労より厚⽣労働省に提出した要請⽂



全国に広がる学童保育の労働組合

【私が労働組合に関わる訳・・・】

・第⼀に⼋王⼦市の学童保育を良くしたい！
→縦のつながり・横のつながりで情報を共有する！
→⼋王⼦発信で全国へ広げていきたい！！

・全国の仲間の声を届けたい！
→⽴場をいかした活動を⼼がける。
（全国の現場の声を聴く！⾃らの職場で感じる！）



全国に広がる学童保育の労働組合

【労働組合だからこそできること】

・「労働組合の仲間達」＝「現場を⼀番知っている仲間達」
・「現場から声」をあげることができる
・「現場の声」を届けることができる

それが、労働組合で活動する意義だと感じています。



ご清聴ありがとうございました


